
■議案第２号 町道路線の認定について 

【要旨】 

 道路法第８条２項の規定に基づき、町道路線を認定することについて、議会の議決

を求めるものです。 

 

 

[中向東線] 

 今回認定を求める路線は、国道５６号線から分岐した路線で、住家が４戸存在し、

地域の生活道として利用されていることから、町道に認定し維持管理を図るものです。

（認定基準第４号該当） 

 

 路線概要 

整 理 番 号 （窪川）７０１ 
延 長 

路 線 名 中向東線 

起 点 地 番 金上野字中向１１３９－１ 
７７ｍ 

終 点 地 番 金上野字中向１１２９－４ 

 

[東大奈路立野線] 

 今回認定を求める路線は、国道５６号線から分岐した路線で、住家が３戸存在し、

地域の生活道として利用されていることから、町道に認定し維持管理を図るものです。

（認定基準第４号該当） 

 

 路線概要 

整 理 番 号 （窪川）７０２ 
延 長 

路 線 名 東大奈路立野線 

起 点 地 番 東大奈路字立野４７５－５７ 
５１ｍ 

終 点 地 番 東大奈路字立野４７５－５６ 

 

[壱斗俵２号線] 

 今回認定を求める路線は、県道窪川船戸線から分岐した路線で、住家が７戸存在し、

地域の生活道として利用されていることから、町道に認定し維持管理を図るものです。

（認定基準第４号該当） 

 

 路線概要 

整 理 番 号 （窪川）７０３ 
延 長 

路 線 名 壱斗俵２号線 

起 点 地 番 壱斗俵字カザヤシキ４１８－４ 
１６０ｍ 

終 点 地 番 壱斗俵字後家ヤシキ３７８－２ 



[瓜生野北線] 

 今回認定を求める路線は、県道小味野々川口線から分岐した路線で、住家が４戸存

在し、地域の生活道として利用されていることから、町道に認定し維持管理を図るも

のです。（認定基準第４号該当） 

 

 路線概要 

整 理 番 号 （窪川）７０４ 
延 長 

路 線 名 瓜生野北線 

起 点 地 番 南川口字ウリウノ３３２－４ 
１３２ｍ 

終 点 地 番 南川口字ウリウノ３３８－２ 

 

[大道日吉線] 

今回認定を求める路線は、林道大道線からの転用による路線で、沿線に多数の集落

が存在し、森林施業のためだけでなく集落を結ぶ基幹的な生活道として重要な機能を

担っています。 

 また、起点は町道を経由して国道３８１号線から終点は愛媛県鬼北町までを連絡し

ており、災害時等の迂回路機能も有するなど公共性の高いものとなっていることから、

町道に認定し維持管理を図るものです。（認定基準第３、４号該当） 

 

 路線概要 

整 理 番 号 （十和）３２０７１ 
延 長 

路 線 名 大道日吉線 

起 点 地 番 久保川字馬の駄場５２４－１ 
１６，０２０ｍ 

終 点 地 番 十川字赤奴多１２６４－３ 

 

[昭和船戸ノ上リ線] 

 今回認定を求める路線は、国道３８１号線から分岐した路線で、四万十町十和学校

給食センター及び昭和保育所が存在し、公共施設への連絡道として利用されているこ

とから、町道に認定し維持管理を図るものです。（認定基準第１号該当） 

 

 路線概要 

整 理 番 号 （十和）３２０７２ 
延 長 

路 線 名 昭和船戸ノ上リ線 

起 点 地 番 昭和字船戸ノ上リ４１６－９ 
２８３ｍ 

終 点 地 番 昭和字船戸ノ上リ４１４－１ 

 

 

 



【根拠法令】 

道路法（抜粋） 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市

町村長がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、

あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

 

四万十町町道の認定基準に関する規程（抜粋） 

 （認定基準） 

第２条 前条の認定に当たっては、次に掲げる基準によるものとする。 

(１) 公共施設への連絡路であるもの 

(２) 港、駅等への連絡路であるもの 

(３) 隣接市町村への連絡路であって重要であるもの 

(４) ３戸以上の集落への連絡路であって生活道として重要であるもの 

(５) 人家密集地帯の連絡路であって生活道として重要であるもの 

(６) 国道及び県道との連絡上重要であるもの 

(７) 町道間の連絡上重要であるもの 

(８) ３戸以上の住宅が接しているもの 

(９) 前各号に掲げるもののほか、行政上特に認定の必要があるもの 

 


